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   成年年齢引き下げに伴う鳥取市成人式のあり方検討について 
 

１ 鳥取市成人式のあり方検討のこれまでの経過 

〇平成３０年６月の民法改正により、令和４年４月から成年年齢が１８歳に引き下げられること受け、成人

式のあり方について令和元年度から庁内関係部署による検討委員会を立ち上げ、２回の会議を行いました。 
〇検討委員会では、過去の成人式実行委員長や東部地区県立学校長会からご意見もいただきながら、令和４

年度成人式のあり方検討を進めてきました。 
〇対象年齢及び開催時期について鳥取市民の意見をいただくべく、令和２年７月に鳥取市ＬＩＮＥアンケー

トを行いました。 
［ 検討委員会意見のまとめ ］ 

 主な意見 
（１）対象年齢について 

・１８歳は、受験、就活時期と重なり参加者の負担が大きく、参加しにくい対象者が増える可能性があ

ること。 
・東部地区県立学校長会からは、１８歳開催に対して「強く反対する」という意見もいただいた。など 

（２）開催意義や内容についてはさらなる検討が必要 
・２０歳での開催ならば「成人式」から「２０歳のつどい」など名称の変更の必要。 
・外部委託も選択肢に含め楽しめる場となるよう開催方法や内容も検討すべき。 

［ ＬＩＮＥアンケート調査結果 ］回答者数：３８５人 
（１）対象年齢について：約７割が２０歳と回答 
（２）実施時期について：約７割が例年通り（１月３日）と回答 
（３）実施内容について：約６割が例年通り（式典と実行委員企画の催し）と回答 
 

２ 本市における令和４年度以降の成人式のあり方について 
 検討委員会での検討結果や鳥取市ＬＩＮＥアンケート調査を踏まえ、令和４年度以降の成人式は以下の内

容で検討を進めたいと考えています。 
 
 （１）対象年齢について：２０歳 
 （２）開催時期について：１月３日 
 （３）開催内容について：式典の名称、内容、実施方法なども含め、引き続き内容について検討 
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３ 今後のスケジュール 

〇定例教育委員会報告 9/28（月） 

〇文教経済委員会報告 9/29（火） 

〇定例教育委員会協議 10月下旬 

〇市公式ホームページ掲載 10月末 

 

４ 他市の状況（参考）                                       

 成年年齢引き下げを受け全国の中核市における成人式の対象年齢の状況は次のとおり。 
〇全国の中核市の対応事例（令和２年９月時点） 

 

〇県内市町村の状況について（令和２年８月時点） 
 米子市、大山町、江府町月が対象年齢を２０歳で継続して開催と決定。 
 他市町村については、今年度中に決定する予定。 

 

決定中核市 対象年齢 備考 
旭川市、秋田市、盛岡市、山

形市、いわき市、 
宇都宮市、前橋市、高崎市 
川越市、川口市、越谷市、 
船橋市、柏市、八王子市、 
甲府市、富山市、岐阜市、 
豊橋市、岡崎市、豊田市、 
豊中市、枚方市、寝屋川市、

尼崎市、西宮市、奈良市、和

歌山市、松江市、呉市、高松

市、下関市、長崎市、佐世保

市、大分市、宮崎市 

２０歳 

〔理由〕 
・１８歳になると、受験期や就活時期と重なり、本人、家族と

もに負担が大きい。 
・１年目は３学年同時開催となり、現実的に厳しい。 
・飲酒、喫煙、公営競技など年齢制限は２０歳であり、心身と

もに大人になるのは２０歳である。 
・アンケート調査から２０歳開催を希望するものが多い。 
〔名称〕 
・はたちの集い、はたちのつどい 
・二十歳を祝う会 
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